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■S4 群(宇宙・環境・社会)-1 編(電波環境) 

4 章 電波の生体に対する影響 
  

（執筆者：渡辺聡一）[2017 年 1 月 受領] 

■概要■ 
本章では，電波に対する人体防護について，国内外の規制・規格や研究動向等について述

べる． 
4-1 節においては，電波に対する人体の防護指針について説明する．電波に曝された人体

に対しては，刺激及び熱的な作用が生じることが知られており，これらを防護するための防

護指針またはガイドラインが各国または国際機関において策定されている．さらに，携帯電

話の爆発的な普及を背景に，低レベルの電波への長期間のばく露による発がんなどへの影響

についての研究動向などについても概説する． 
4-2 節においては，前節で説明した電波防護指針に対して，様々な電波利用機器からの電

波が適合しているかどうかを確認するための規制・規格や評価方法などについて概説する．

特に，携帯無線端末に対する比吸収率測定方法は国際規格により標準化されており，評価の

原理や最新の携帯無線システム及び将来の携帯無線システムに対する改定動向などについて

も説明する． 
電波の人体防護に関する研究及び国内・国際的なリスク評価は，現時点においても活発に

作業が進められており，携帯無線システムの急速な進展を背景に，今後も状況が大きく変動

す る こ と が 予 想 さ れ る ． 最 新 の 状 況 は 総 務 省 の 電 波 利 用 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm）や電磁界情報センターのホームページ

（http://www.jeic-emf.jp/）を参照されたい． 
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■S4 群 - 1 編 - 4 章 

4-1 電波の生体影響と防護指針 
（執筆者：和氣加奈子）[2011 年 3 月 受領] 

4-1-1  電波の生体影響 

電波を含む電磁界の生体への影響は 50 年以上前から研究が行われており，これまで様々な

生体影響に関する研究が行われてきた．国際的には，1996 年に世界保健機関（WHO）にお

いて国際電磁界プロジェクトが発足し，これまでの研究のレビューや優先的に実施が必要な

研究の提言などを通して研究が推進されてきている 1)．日本においては，1997 年に当時郵政

省に生体電磁環境研究推進委員会（委員長：上野 照剛，東京大学大学院医学系研究科教授（当

時））が発足し，生体電磁環境に関する調査研究が推進されてきた 2)．同委員会は 2006 年度

に最終報告書を策定し，解散したが，さらに 2008 年より，総務省内に生体電磁環境に関する

検討会（座長：大久保 千代次，一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター所長）

が設けられ，現在も研究推進や研究動向の調査検討が行われている 3)． 
電磁波の生体影響は周波数により異なることが知られている．概ね 100 kHz より低周波側

では刺激作用が，高周波側では熱作用が支配的とされている．刺激作用は，電磁波にさらさ

れることにより生体内に電流が流れ，神経や筋などの興奮性細胞が刺激を受けるために生じ

る．一方の熱作用は，電波のエネルギーが損失性媒質である生体に吸収されることによる作

用である． 
電磁波の生体影響を調べるための研究は，人・動物・細胞に対する実験，疫学調査，ドシ

メトリ（ばく露量評価）などに分類することができる．それぞれに対して，WHO の環境保

健クライテリア 4,5) や WHO の協力機関でもある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）に

よるレビュー6,7) などにまとめられている． 
おおよそ 100 kHz 以下の低周波における健康影響については，高レベルの急性ばく露によ

る刺激作用で説明される．その他の影響として，極低周波磁界の慢性的な低レベルばく露と

小児白血病の因果関係を示す疫学研究があるが，潜在的な選択バイアス等の問題があること

や実験動物等における低レベルのばく露による発がん性の証拠が十分ではないことから，

WHO の下部組織である国際がん研究機関（IARC）では，低周波電磁界の発がん性について

の証拠は限定的であるとして，“2B：発がん性があるかもしれない”と分類されている 8)．た

だし，小児白血病以外の小児及び成人のがん，うつ病，自殺，生殖機能障害，発達障害，心

臓血管系疾患，免疫学的変異なども調査されており，これらと極低周波磁界の関係は小児白

血病よりさらに小さいと結論づけられている 4,6)．これらの結果を受けて WHO 環境保健クラ

イテリアでは，下記に示す現行の人体防護のためのガイドラインを尊守することを勧告して

いる 4)．さらに，中間周波帯（300 Hz ～100 kHz）については生体影響についてのデータが

少なくさらなる研究の必要性が指摘されている 4)． 
100 kHz 以上の高周波における健康影響のひとつに，動物を用いた実験で確立した影響と

して，ばく露による体温の上昇に伴う皮膚の血流の上昇や心拍数の増加，深部体温が 1℃程

度以上上昇する場合の学習や行動への変化が知られている 7)．ボランティアの人体に対する

影響については，熱作用による熱調節反応が最もよくわかっており，6 W/kg 程度の全身平均

SAR で深部体温の上昇，15 W/kg 程度の局所 SAR で 4 度以下の温度上昇を伴う皮膚血流の変
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化や汗の分泌が生じる．加えて，明らかな温度上昇が生じるような比較的強い電波ばく露に

対しては，胎芽や胎児の死亡，胎児の奇形率の上昇，胎児体重の低下，繁殖力の低下などが

報告されている 7)．高周波ばく露による白内障の発生も，確立した熱作用のひとつと考えら

れている 7)． 
しかし，非熱的なレベルのばく露による影響は科学的な根拠が確立していない．発がんへ

の影響としては，げっ歯類に対する長期ばく露であっても 4 W/kg 程度までの SAR レベルで

は発がんへの影響は認められないという結果で一致している 7)．また，主に携帯電話による

ばく露について脳の電気活動，血流，認知，内分泌及び心血管などの生理学的パラメータへ

の影響や睡眠時の脳波について様々な報告がなされているが，再現性が確認されていなかっ

たり，人体の健康との関連が明確でないなどの理由により，確立した健康影響とはみなされ

ていない 7)．さらに，高周波ばく露源による頭痛，偏頭痛，疲労，皮膚のかゆみなどの自覚

症状について研究が行われているが，二重盲検法などの客観的な実験手法による研究では，

これらの症状と高周波の因果関係があるとはいえないと結論付けている 7)．疫学研究では，

携帯電話使用と脳腫瘍について数々の研究が実施されており，10 年程度までの端末の使用と

脳腫瘍について明確なリスクの上昇は認められず，一部累計使用時間が上位 10％のグループ

においてリスク上昇が報告されたもののバイアスなどの影響から因果的な結論には至ってい

ない 9)．これらの研究結果を受けて国際がん研究機関（IARC）では，高周波電磁界について

も“2B：発がん性があるかもしれない”と分類している 10)．これらの最新の研究結果を踏ま

えて，現在，WHO による高周波帯での新たな環境保健クライテリアの策定作業が進められ

ている． 
 

4-1-2 電波防護指針 

電波利用において人体が電磁界にさらされる場合に，その電波により健康に対して好まし

くない影響を防止する目的で，電波防護指針が各国で定められている．電波防護指針は，科

学的に裏付けされた生体影響に基づき十分な安全率を考慮した人体防護を前提としており，

電波防護指針を超えたからといってそれだけで人体に影響があるものではない．国際的に認

知されているものとして，ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）によるガイドライン 11,12)

や IEEE（米国電気電子学会）のガイドラインがある 13)．また我が国では電波防護指針が定め

られている 14-17)． 
防護指針では，「公衆」と「職業人」もしくは「管理環境」と「一般環境」とで基準値を区

別して定められることが多い．職業人もしくは管理環境とは，健康な大人で危険を承知した

うえで作業時のみばく露を受け，危険を予測し，安全対策を施すことができる状況をさす．

一方の公衆もしくは一般環境には幼児や老年者，病人などが含まれるうえ，ばく露に対する

知識が不足し，危険を知らずに過ごす人が多い．そのため，公衆・一般環境では職業人・管

理環境に比べて，より厳しいばく露の基準を定めることが多い． 
我が国の電波防護指針は平成 2 年に策定され 14)，平成 9 年に局所吸収指針の追加 15)，平成

23 年に局所吸収指針の改定 16)，平成 27 年に低周波領域の改定 17)が行われている．電波防護

指針では，神経系機能への影響を防ぐため体内誘導電界強度，全身の熱ストレスや過度の局

所加熱を防ぐため SAR（比吸収率），周波数 3 GHz 以上では体表面または体表面付近の加熱

を防ぐために電力密度で基本的な制限が示されている． 
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これらの基本的な制限に用いられている生体内の誘導電界，SAR，電力密度は，個々のば

く露状況について直接測定または計算することは困難である．そこで電波防護指針では，実

際に評価を行うための参考値として，基礎指針から導き出される電界や磁界の値として電磁

界強度指針も示されている． 
表 4･1，表 4･2 に電磁界強度指針値を示す．刺激作用（表 4･1）及び熱作用（表 4･2）を考

慮した指針値ではそれぞれ平均時間の定義が異なることに注意が必要である．図 4･1，図 4･
2 に一般環境下での電界及び磁界の指針値を ICNIRP 及び IEEE ガイドラインの値 11-13)と併せ

て示す．低周波帯ではそれぞれの指針またはガイドライン間において違いが見られるものの，

30 MHz 程度以上ではおおよそ同等になっている． 
 

表 4・1 電波防護指針：電磁界強度指針（瞬時） 

  周波数 電界強度の実効値 磁界強度の実効値 

  f E 〔V/m〕 H 〔A/m〕 

管理 

環境 
100kHz - 10MHz 170 80 

一般 

環境 
100kHz - 10MHz 83 21 

 
 

表 4・2 電波防護指針：電磁界強度指針（6 分間平均） 

  周波数 電界強度の実効値 磁界強度の実効値 電力密度 

  f E 〔V/m〕 H 〔A/m〕 S 〔mW/cm2〕 

管理 

環境 

100kHz - 3MHz 614 4.9f 〔MHz〕-1 - 

3MHz - 30MHz 1842f 〔MHz〕-1 4.9f 〔MHz〕-1 - 

30MHz - 300MHz 61.4 0.163 1 

300MHz - 1.5GHz 3.54f 〔MHz〕1/2 f 〔MHz〕1/2/106 f 〔MHz〕/300 

1.5GHz-300GHz 137 0.356 5 

一般 

環境 

100kHz - 3MHz 275 2.18f 〔MHz〕-1 - 

3MHz - 30MHz  82.4f 〔MHz〕-1 2.18f 〔MHz〕-1 - 

30MHz - 300MHz 27.5 0.0728 0.2 

300MHz - 1.5GHz 1.585f 〔MHz〕1/2 f 〔MHz〕1/2/237.8 f 〔MHz〕/1500 

1.5GHz-300GHz 61.4 0.163 1 
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図 4・1 電波防護指針：電界強度指針 

 
図 4・2 電波防護指針：磁界強度指針 

 
電磁界強度指針値は，人体 て吸収量が最大となる場合

を想定して算出されている．したがって，電磁界が一様でない場合，この指針値を一部で超

え

途局所吸収指針が設けられている．表 4･3
に

後に

10

 

が空間的に一様な電磁界にさらされ

たとしても基礎指針を満足する場合もある． 
電磁界強度指針では適切な評価ができない状況としては，ばく露源が人体の極近傍に位置

する場合が挙げられ，そのような場合に対して別

局所吸収指針を示す．この指針は国際的なガイドラインとほぼ同等となっている． 
防護指針は生体影響に関する知見の蓄積とともにその実態にあわせて変更される．近年で

は，ICNIRP のガイドラインが WHO の低周波電磁界に関する環境保健クライテリア発行

0 kHz までの低周波帯について変更された 12)．なお，近年中に高周波帯での ICNIRP ガイ

ドライン改訂が予定されている． 
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表 4・3 電波防護指針：局所吸収指針 

対象周波数帯 管理環境 一般環境  

体内電界強度 

 

100 kHz – 1 1.35×10-4f〔Hz〕V/m 

（瞬時）

0 MHz 2.7×10-4f〔Hz〕V/m 

全身平均 SAR 

（6 分間平均） 

100 kHz – 6 GHz 0.4 W/kg 0.08 W/kg 

局所 SAR 

（6 分間平均） 

100 kHz – 6 GHz 任意の組織 10 g 当たり 

10 W/kg 

10 g 当たり 

2 W/kg 

20 W/kg （四肢） 

任意の組織

4 W/kg （四肢） 
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■S4 群 - 1 編 - 4 章 

電波防護 方法 4- 指針適合性評価2 
（執筆者：浜田リラ）[2017 年 1 月 受領] 

電波を発生する機器や設備が電波防護指針を満たしてい

評価という．電波の安全性に関する適合性について

は

 
が ガイドラインにより比

吸 z 10 GHz る．また，100 kHz から

さ

4-2-1 電波防護指針値と適合性評価 

るかを測定や計算等により確認す

ることを，電波防護指針に対する適合性

，国内外において広く規制が行われている． 
電磁場の生体影響に直接関連する物理的指標値としては，前述のように 
・ 0-10MHz：体内誘導電界 
・ 100kHz -6(10)GHz：比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate） 
・ 6(10)GHz 以上：入射電力密度

用いられ，電波防護指針により制限値が設けられている 1-7)．なお，

または に設定されてい収率の制限値の上限周波数は 6 GH
10 MHz では，体内誘導電界と比吸収率のいずれの制限値についても満足する必要がある． 

ただし，これらの物理的指標を人体内で直接測定することは困難なため，電波防護指針値

の適合性評価のためには，人体を模擬したファントムを使用した測定や，人体があると想定

れる空間における測定において誘導電流や電磁界などのほかの測定量を用いて評価する場

合が多い．また，周波数による人体の特性の差違及び各種機器設備の使用形態に基づき，

100kHz 付近で低周波帯と高周波帯という二つの周波数区分に分けて議論されることが多い

ため，本稿でもこれにならった．以下では，高周波帯を中心として，適合性評価手順・方法

の基本的考え方と，関連した国内外の標準規格について簡単に述べる 8,9)． 

評価値が
管理指針

以下

評価値が
基礎指針

以下

N

N

不適合適合

Y

Y

評価開始

 

図 4・3 管理指針・基礎指針と適合性評価の流れ 

 
電波防護指針適合性の判 と，管理指針の 2定手順としては，図 4･3 に示すように基礎指針
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段 の判定基準が設けられている．管理指針は，基礎指針と比較すると，評価方法としては

容

において

指

参照するこ

と

る電磁界ばく露評価方法 

周波において対象となる電磁界発生源としては，送配電線，電気設備，家電等を含む商

られる． 

装着するクランプ式電流計などが

用

象となる代表的な電磁界発生源としては，放送・無線通信用基地局及び携帯無線端末な

人体と発生源との位置関係により，以下の二

つ

在することを想定した近傍界ばく露（無線端末・高周波利用設備

(1) 局等からのばく露評価（全身ばく露評価） 

線基地局などにおいては人体までの距離がある程度離れていることが想定されるため，

身平均 SAR の直接

測

定を行い，空間平均により評

価

階

易であるが規制としては厳しい評価となるように条件が設定されている．これは，管理指

針は人体全身が均一の電磁界に曝されるような最悪の条件を想定して策定されているためで

ある．したがって，管理指針において規制値の条件を満たさない場合であっても，基礎指針

において満足していることを証明できれば，電波防護指針に対して適合となる． 
また，評価方法には実測に基づく方法と計算に基づく方法があるが，計算方法は安全を見

込んで実測よりも大きい値（厳しい評価）となるように設定されているため，計算

針値を満たさない場合には測定による適合性確認を行うことも可能である． 
なお，測定周波数や測定位置などの詳細なパラメータは，各標準規格や各国の規制間で差

違がある場合があるので，評価対象とその使用地域などに合わせた最適なものを

が重要である． 
 

4-2-2 低周波におけ

低

用周波数を用いる電気機器および鉄道等が挙げ

実際の測定量としては，電界，磁界，磁束密度や足首誘導電流，接触電流等が挙げられる．

測定機器としては，電磁界プローブ，接触電流計，足首に

いられる．低周波関連の適合性評価装置及び方法についての国際標準規格として，

IEC61786 規格 10-11) がある．個別の製品等に関連する規格としては，家庭用電化製品が対象

である IEC62233 12)，電力設備周辺の電磁界測定方法を規定した IEC62110 13)などが挙げられ

る．また，体内誘導電流の計算方法として，IEC62226 がある 14-16)． 
 

4-2-3 高周波における電磁波ばく露評価方法 

対

どが挙げられる．ばく露の状況としては，主に

の場合に大別される． 
1．遠方からの到来波を想定した平面波ばく露（基地局など）：「全身ばく露」 
2．近傍に電磁波源が存

等）」：「局所ばく露」 
 

携帯無線基地局・放送

無

全身ばく露に該当し，全身平均 SAR での評価が必要となる．ただし，全

定は等身大のファントムを用いることが必要であり，屋外に設置された基地局の評価にお

いては一般に困難なため，管理指針である電界測定による評価が行われている．評価方法は

郵政省告示 300 号 17)及び 301 号 18)において規定されている． 
測定では 3 軸電界プローブや，アンテナとスペクトラムアナライザなどを用いて電界強度

を計測する．また，測定アンテナの高さなどを変えて複数点測

する．測定手順の詳細は，「電波防護のための基準への適合性評価の手引き」19) に記載さ

れており，簡易的な計算による評価手順も記載されている． 
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放送局，基地局評価関連の適合性評価方法についての国際標準規格として，IEC6223220)，

ITU-T 勧告 K.9021)などが挙げられる． 
 

(2) 携帯無線端末からのばく露評価（局所ばく露評価） 

帯電話などの携帯無線端末からのばく露は，体の一部が局所的に電磁界にさらされる「局

め，局所吸収指針が適用され，

任

携

所ばく露」2,3) に相当し，局所平均 SAR で評価する．このた

意の人体組織 10 g 当たり任意の 6 分間平均で 2 W/kg が国内の規制値として定められてい

る．SAR とは，生体が電磁界にさらされることによって生じる単位質量当たりの吸収電力を

いう 2,3)． 

]kg/W[ESAR
2σ=       （4・1） 
ρ

  E〔V/m〕は電界実効値，σ〔S/m

 
どの国際規格との整合

性 考慮し，日本では前述のとおり電波防護指針 1-4)で規定されている． 

いる 23-25)．試験方

法

〕は導電率，ρ〔kg/m3〕は密度である． 

SAR 指針値は国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）5)，IEEE6)な

を

携帯無線機器の SAR 測定方法は，平成 10 年に電波産業会により自主規格化されたが（平

成 27 年改訂）22)，平成 13 年から電波法に従い SAR の測定が義務化されて

としては，電波法の無線設備規則第 14 条の 2 関連の告示 24-25)において定められ

IEC62209-126)及び IEC62209-227)に準拠することが定められている．また，IEC に加えて，IEEE
による標準規格 28)，欧州電気標準化委員会（CENELEC）29)による地域標準規格が策定されて

いる． 

Base station 
simulator

Holder

DUT (Handset etc.)

Probe

Small e-field sensor

Precise scanning arm

Phantom liquid

Phantom shell

Radio anechoic chamber
or shielded room 

 

図 4・4 携帯無線機器の SAR 評価試験の概略図 

 
国内外の標準規格で規定 ステム概略を図 4･4 に

す．人体内の SAR を直接測定することは困難であるため，人体の形状や電気的特性を模擬

し

されている携帯無線機器の比吸収率測定シ

示

たファントムが使用されている．人体頭部または胴体を模擬した誘電体容器中に人体組織

の電気定数を模擬する液体（ファントム液剤）を満たし，ファントム近傍に試験装置を設置
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する．最大出力発振の状態でファントム内を微小電界センサで走査し，式（4･1）の関係から

SAR の最大値を求めて適合性を評価する． SAR 評価用の標準頭部ファントム（SAM: Specific 
Anthropomorphic Mannequin）や胴体ファントムの大きさや形状，無線機器の設置位置，ファ

ントム液剤の電気定数はいずれの規格でもほぼ同一の内容で規定されている．  
 

(3) 数値計算によるばく露適合性評価 

国際標準化活動における新しい動きとして，FDTD（Finite Difference Time Doman）法や有

評価をめざす規格が IEC，IEEE で提案され

て

)  電波防護指針：電気通信技術審議会答申第 38 号，1990. 
電気通信技術審議会答申第 89 号，1997. 

学会誌，vol.134，No.9，pp.627-630，2014. 
対する適合性評価，”電子情報通信学会通信ソサイエテ

4. 
. 

性評価の手引き，”2001. 
2 

16. 

ress) 
 (In progress) 

限要素法等の数値シミュレーションによる適合性

いる 30-33)．これは端末の精密な CAD モデルや数値人体モデルを用いた SAR 計算結果を用

い，適合性を証明することを目的としており，そのための計算方法やベンチマーク方法，結

果の妥当性確認方法などの標準化について議論がなされている．  
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